
依存症は健康問題、貧困、家庭不和、虐待等社会的な問題背景からくる生きづらさから依

存対象に頼らざる得なくなるもコントロールが効かなくなってしまう状態といえます。

依存対象はアルコール、薬物、ギャンブル、インターネット、ゲームなど多種多様な分野

に広がりをみせています。

対象者が深刻な状態になる前に必要な治療や支援につなげるために基礎的な知識を学び参

加機関で依存症について一緒に考えませんか。

依存症支援って何するの？

令和7年度 第1回 宮前区地域自立支援協議会定例会

令和7年6月10日（火）14：00～16：30

宮前区役所 ４階「大会議室」

川崎市における依存症支援の相談窓口について
川崎市では令和２年度に依存症ニーズ調査を実施し、依存症者への

支援の難しさについて課題が抽出されました。取組の中で、川崎市では

こころの健康課が依存症相談拠点として支援を実施しております。

相談拠点の取り組みなどについて皆様と共有したいと思っております。

下記の2次元バーコードを読み込んで登録いただくか

裏面のFAXにてお申し込みください。

〆切：令和７年６月２日（月）

【お問合せ】 宮前区役所 精神保健係 （担当）東内

〒216-0006 川崎市宮前区宮前平2-20-5

電話 044-856-3304 FAX 044-856-3163

日 時

場 所

内 容

お申込み

・支援が上手くいかないのは依存症が原因なのか？

・どのように接したらよいのかわからない。

・誰に相談しつなげたらよいのかわからない



メール

事業所連絡先 電話番号

氏名事業所

送信先FAX ０４４－８５６－３１６３
宮前区役所 精神保健係 東内

令和7年度

第1回宮前区地域自立支援協議会定例会

参加申込書




